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本庄市デマンドバス及びシャトルバス運行業務受注者の選定及び決定について 

 

 

 「本庄市デマンドバス運行業務委託」及び「本庄市シャトルバス運行業務委託」について、

市の契約に関する事務の例により、令和６年９月１９日及び同月３０日に指名競争入札を実施

し、事業者を選定及び受注者として決定しました。 

 なお、指名競争入札は、「令和５・６年度物品等競争入札参加資格者名簿」に登録がある事業

者のうち、旅客運送の登録があり、市内に本社又は営業所がある６事業者へ通知し、実施しま

した。 

 

 

１．本庄市デマンドバス運行業務委託（児玉地域標準運行型） 

受注者（落札者）：朝日自動車株式会社 

 

２．本庄市デマンドバス運行業務委託（本庄地域標準運行型） 

受注者（落札者）：本庄タクシー株式会社 

 

３．本庄市デマンドバス運行業務委託（児玉地域延長運行型） 

受注者（落札者）：本庄タクシー株式会社 

 

４．本庄市デマンドバス運行業務委託（本庄地域延長運行型） 

受注者（落札者）：本庄タクシー株式会社 

 

５．本庄市シャトルバス運行業務委託 

受注者（落札者）：庄和観光バス株式会社 
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資料１
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陸上交通様式第１（日本産業規格Ａ列４番） 

本 交 政 第   号 

令和６年１１月  日 

 

 

 国土交通大臣 殿 

 

 

                                  氏名又は名称  本庄市交通政策協議会 

                                  住    所  埼玉県本庄市本庄３－５－３ 

                                  代 表 者 氏 名  佐々木 邦明（公印省略） 

 

 

 

地域公共交通計画変更届出書 

 

 

 

 令和６年９月２５日付け国総地第１２５号で国土交通大臣より認定された地域公共

交通計画を以下のとおり変更するので、関係書類を添えて届出します。 

 

 

○ 変更日 

  令和７年３月１日 

 

 

○ 変更箇所 

  提出資料のうち、赤字で記載の部分 

  ・本庄市地域公共交通計画別紙 

  ・上記記載の地域公共交通計画の該当ページ（写し） 

  ・表１地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概

要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 

 

○ 変更理由 

令和７年３月１日からデマンドバスの運行区域を従来の本庄北・本庄南地域を統

合した「本庄地域」と児玉市街地・児玉山間地域を統合した「児玉地域」の 2 つの区

域に変更するため。 

 

 

 

 

 

 

 ※本届出書に、変更する事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。 

 ※「変更理由」は、具体的に記述すること。 
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資料２

令和7年3月変更分
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令和６年 ５月１７日 

令和６年１１月 １日 変更 

（名称）本庄市交通政策協議会 
 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

本庄市においては、鉄道駅（本庄駅、本庄早稲田駅、児玉駅）を交通結節点として、

地域間幹線（路線バス）、デマンドバス、シャトルバス、タクシーにより構成される公

共交通網が広がっている。このうち、デマンドバス及びシャトルバスは、幹線に通じる

支線の役割を果たしている。 

しかしながら、近年、人口減少や高齢化の進展に加え、ゼロカーボンシティの実現や

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う「新しい生活様式」の定着により、当市の公共交

通機関の利用者は減少を続け、収支悪化による行政負担の増加をはじめ、運行に様々な

問題が発生している。また、地域公共交通計画策定に係る各種意識調査では、公共交通

に対する満足度は高いとは言えず、デマンドバスの予約方法の改善など様々な課題が浮

き彫りとなっている。 

今後、高齢者や運転免許返納者の増加などにより、公共交通の需要が増加することが

予測されている。また、公共交通は、車を運転できない高齢者等を中心に、生活に必要

不可欠な交通として機能している。 

このため、地域公共交通確保維持事業により、フィーダー系統を確保・維持すること

で、住民の生活交通手段を存続させていくことが必要である。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

①公共交通の利用者数 

 現状値 計画策定 計画期間 

R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 

デマンド

バス 

10,396 人 ‐ 10,604 人 10,711 人 10,818 人 10,926 人 11,000 人 

シャトル

バス 

10,120 人 ‐ 10,323 人 10,426 人 10,530 人 10,636 人 10,700 人 

目標設定

の考え方 

デマンドバス、シャトルバスは、現状値に年間の伸び率１％を乗じた値を目標値と

します。 

 

②デマンドバスの予約不成立件数 

 現状値 計画策定 計画期間 

R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 

予約不成

立件数 

1,000 件 ‐ 900 件 900 件 900 件 800 件 700 件 

目標設定

の考え方 

予約システムの見直しや利用者登録制の導入（R7 年度）により、現状値から 3割削

減することを目標値とします。 

 

 
 
 
 
 

別 紙 
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③公共交通の収支率 

 現状値 計画策定 計画期間 

R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 

デマンド

バス 

5.8％ ‐ 現状値以

上 

現状値以

上 

現状値以

上 

現状値以

上 

現状値以

上 

シャトル

バス 

18.1％ ‐ 現状値以

上 

現状値以

上 

現状値以

上 

現状値以

上 

現状値以

上 

目標設定

の考え方 

利用者増による運賃収入の増加を目指しますが、人件費、燃料費、車両管理費など

の運行経費の増加も想定されることから、現状より低下させないことを目標値とし

ます。 

 

（本庄市地域公共交通計画 Ｐ１２０参照） 

 

（２）事業の効果 

 フィーダー系統を維持することにより、高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段

が確保される。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的な運行体系

が実現できる。 
 
３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

・デマンドバスの運行日の見直し（交通事業者、市） 

・デマンドバスの運行形態の見直し（交通事業者、民間事業者、市） 

・シャトルバスの時刻表の定期的な見直し（交通事業者、市） 

 

その他、各事業を検討・協議のうえ、必要と判断したものを実施する。 

 

（本庄市地域公共交通計画 Ｐ１０３、Ｐ１０６、Ｐ１０８ 参照） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

表１を添付 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図るデマンドバス及びシャトルバス

について、その運行に係る費用総額 31,121,000 円（令和 6年度予算）のうち、本庄市か

ら運行事業者への補助金額については、運行収入及び国庫補助金を運行経費から差し引

いた差額分を負担することとしている。 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

・利用者数、予約不成立件数、収支率について、数値指標によるモニタリング・評価を

実施 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 
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【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期及

びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

表５を添付 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

※該当なし 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

（２）事業の効果 

※該当なし 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

（２）事業の効果 

※該当なし 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 
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18．協議会の開催状況と主な議論 

・令和 5 年 5 月 26 日（令和 5 年度第 1回） 令和 6 年度地域公共交通確保維持改善事業

費補助金に係る地域公共交通計画の認定申請について協議・承認 

・令和 5年 7 月 26 日（令和 5 年度第 2回） 先進自治体視察報告 

・令和 5 年 10 月 2 日（令和 5 年度第 3 回） デマンドバス及びシャトルバスの仕様書（案）

について協議 

・令和 6 年 1 月 24 日（令和 5 年度第 4 回） デマンドバス及びシャトルバスの仕様書（案）

について協議・承認、令和 5 年度生活交通確保維持改善計画の事業評価を協議・承認 

・令和 6 年 5 月 17 日（令和 6 年度第 1回） 令和 7 年度地域公共交通確保維持改善事業

費補助金に係る地域公共交通計画の認定申請について協議・承認 

・令和 6 年 11 月 1日（令和 6 年度第 4回） 令和 7 年度地域公共交通確保維持改善事業

費補助金に係る地域公共交通計画の変更について協議（令和 7 年 3 月変更分、令和 7

年 4 月変更分） 

19．利用者等の意見の反映状況 

地域公共交通計画策定に係る各種意識調査の結果、デマンドバスの予約方法の改善を

求める声が多かったため、目標達成のための施策・事業においてもデマンドバスの見直

しに重点を置いた計画とした。 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所） 埼玉県本庄市本庄３－５－３   

（所 属） 都市整備部都市計画課      

（氏 名） 菊池 大            

（電 話） 0495-25-1136          

（e-mail） tosikei@city.honjo.lg.jp    
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※令和7年3月1日から、デマンドバスの運行区域を従来の本庄北・本庄南地域を統合した「本庄地域」と
　児玉市街地・児玉山間地域を統合した「児玉地域」の2つの区域に変更しました。
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※令和7年3月1日から、デマンドバスの運行区域を従来の本庄北・本庄南地域を統合した「本庄地域」と
　児玉市街地・児玉山間地域を統合した「児玉地域」の2つの区域に変更しました。
　これに伴い、名称を「はにぽん号」に統一しました。



12

※令和7年3月1日から、デマンドバスの運行区域を従来の本庄北・本庄南地域を統合した「本庄地域」と
　児玉市街地・児玉山間地域を統合した「児玉地域」の2つの区域に変更しました。
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表
１
　
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
に
よ
り
運
行
を
確
保
・
維
持
す
る
運
行
系
統
の
概
要
及
び
運
送
予
定
者
（
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

【
変
更
前
】

令
和
７
年
度

起
点

経
由
地

終
点

運
行

態
様

の
別

基
準

ハ
で
該

当
す
る
要

件
（
別

表
７
・
９
）

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
等

と
接

続
の

確
保

基
準

ホ
で
該

当
す
る
要

件
（
別

表
７
の

み
）

（
注
）

神
泉

線
・
・
・
本

庄
駅

南
口

～
神

泉
総

合
支

所
線

児
玉

線
・
・
・
本

庄
駅

南
口

（
宮

本
町

車
庫

）
～

（
児

玉
高

校
）
～

児
玉

折
返

し
場

～
赤

城
乳

業
千

本
さ
く
ら
工

場
線

１
．
乗

用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運

行
の

場
合

は
、
「
運

行
系

統
名

等
」
に
運

賃
低

廉
化
を
行
う
運

行
サ
ー
ビ
ス
の

名
称
を
記

載
す
る
こ
と
。

２
．
区

域
運

行
又

は
乗

用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運

行
の

場
合

は
、
運

行
系

統
の
「
経

由
地
」
に
営

業
区

域
又

は
運

賃
低

廉
化

対
象

地
域
を
記

載
す
る
こ
と
と
し
、
「
起

点
」
、
「
終

点
」
及
び
「
系

統
キ
ロ
程
」
に
つ
い
て
記

載
を
要
し
な
い
。

３
．
「
系

統
キ
ロ
程
」
に
つ
い
て
は
、
小

数
点

第
１
位
（
第
２
位

以
下

切
り
捨
て
）
ま
で
記

載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循

環
系

統
の

場
合
に
は
、
往

又
は

復
の
ど
ち
ら
か

の
欄
に
キ
ロ
程
を
記

載
し
、
も
う
片

方
の

欄
に
「
循

環
」
と
記

載
す
る
こ
と
。

４
．
「
利

便
増

進
特

例
措

置
」
及
び
「
運

送
継

続
特

例
措

置
」
に
つ
い
て
は
、
利

便
増

進
計

画
又

は
運

送
継

続
計

画
の

認
定
を
受
け
、
地

域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系

統
に
係
る
特

例
措

置
の

適
用
（
別

表
９
又

は
別

表
１
０
）
を
受
け
て
補

助
対

象
と
な
る
場

合
の

み
「
○
」
を
記

載
す
る
こ
と
。

５
．
「
運

行
態

様
の

別
」
に
つ
い
て
は
、
路

線
定

期
運

行
、
路

線
不

定
期

運
行
、
区

域
運

行
、
乗

用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運

行
の

別
を
記

載
す
る
こ
と
。

６
．
「
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

等
と
接

続
の

確
保
」
に
つ
い
て
は
、
地

域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系

統
が

接
続
す
る
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

又
は

地
域

間
交

通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の
よ
う
に
接

続
を
確

保
す
る
か
に
つ
い
て
記

載
す
る
こ
と
。

７
．
乗

用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運

行
の

場
合

は
、
「
運

行
系

統
名
」
「
利

便
増

進
特

例
措

置
」
に
つ
い
て
記

載
を
要
し
な
い
。

８
．
本

表
に
記

載
す
る
運

行
予

定
系

統
を
示
し
た
地

図
及
び
運

行
ダ
イ
ヤ
を
添

付
す
る
こ
と
。
乗

用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運

行
の

場
合

は
、
営

業
区

域
を
示
し
た
地

図
を
添

付
す
る
こ
と
。

地
域

内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系

統
の

基
準

適
合

（
別

表
７
・
別

表
９
・
別

表
１
０
）

往
3
.0
ｋ
ｍ

復
3
.0
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

運 送 継 続 特 例 措 置

4
9
2
7.
5
回

路
線

定
期

運
行

①

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

神
泉

線
及

び
児

玉
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

南
口

」
・
Ｊ
Ｒ
高

崎
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

南
口

」
・
Ｊ
Ｒ
上

越
・
北

陸
新

幹
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
早

稲
田

駅
北

口
」

③

2
9
3日

4
8
9
3回

区
域
運
行

①

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

市
区

町
村
名

運
送

予
定

者
名

運
行

系
統

名
等

（
申

請
番

号
）

系
統

キ
ロ
程

計
画

運
行

日
数

本
庄
観
光
（
株
）

(1
)

本
庄
シ
ャ
ト
ル
便

本
庄

駅
南

口
新

田
原

本
庄

早
稲

田
駅

北
口

3
6
5日

朝
日
自
動
車
（
株
）

(2
)
本

庄
北

地
域
デ
マ
ン
ド

運
行

系
統

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

神
泉

線
及

び
児

玉
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

南
口

」
「
松

澤
医

院
」

・
Ｊ
Ｒ
高

崎
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

北
口

西
」
「
本

庄
駅

南
口

」

③

朝
日
自
動
車
（
株
）

(3
)
本

庄
南

地
域
デ
マ
ン
ド

本
庄

南
地

域
2
9
3日

4
6
8
8回

区
域
運
行

①

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

神
泉

線
に
接

続
停

留
所

「
飯

塚
内

科
産

婦
人

科
」
「
和

菓
子

い
い

じ
ま

前
」

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

児
玉

線
に
接

続
停

留
所

「
や

な
い
歯

科
医

院
」

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

神
泉

線
及

び
児

玉
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

南
口

」
「
松

澤
医

院
」

・
Ｊ
Ｒ
高

崎
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

北
口

西
」
「
本

庄
駅

南
口

」
・
Ｊ
Ｒ
上

越
・
北

陸
新

幹
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
早

稲
田

駅
北

口
」

③

本
庄

北
地

域

朝
日
自
動
車
（
株
）

(4
)
児

玉
市

街
地
デ
マ
ン
ド

児
玉

市
街

地
2
9
3日

復
　
　
　
ｋ
ｍ

本
庄
市

2
5
9
4回

区
域
運
行

①

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

児
玉

線
に
接

続
停

留
所

「
高

関
」
「
浜

坂
歯

科
医

院
」
「
吉

田
林

大
北

」
「
木

田
歯

科
医

院
」
「
埼

玉
り
そ
な
銀

行
児

玉
支

店
前

」
「
木

村
医

院
」
「
児

玉
折

返
し
場

」
「
児

玉
警

察
署

」
・
Ｊ
Ｒ
八

高
線

に
接

続
停

留
所

「
児

玉
駅

前
」

③

朝
日
自
動
車
（
株
）

(5
)
児

玉
山

間
地

域
デ
マ
ン
ド

児
玉

山
間

地
域

2
9
3日

1
3
7
7回

区
域
運
行

①

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

児
玉

線
に
接

続
停

留
所

「
木

田
歯

科
医

院
」
「
埼

玉
り
そ
な
銀

行
児

玉
支

店
前

」
「
木

村
医

院
」
「
児

玉
折

返
し
場

」
「
児

玉
警

察
署

」
・
Ｊ
Ｒ
八

高
線

に
接

続
停

留
所

「
児

玉
駅

前
」

③
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表
１
　
地

域
公

共
交

通
確

保
維

持
事

業
に
よ
り
運

行
を
確

保
・
維

持
す
る
運

行
系

統
の

概
要

及
び
運

送
予

定
者
（
地

域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系

統
）

【
変

更
後
】

令
和

７
年

度

起
点

経
由

地
終

点
運

行
態

様
の

別

基
準

ハ
で
該

当
す
る
要

件
（
別

表
７
・
９
）

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
等

と
接

続
の

確
保

基
準

ホ
で
該

当
す
る
要

件
（
別

表
７
の

み
）

（
注

）
神

泉
線

・
・
・
本

庄
駅

南
口

～
神

泉
総

合
支

所
線

児
玉

線
・
・
・
本

庄
駅

南
口

（
宮

本
町

車
庫

）
～

（
児

玉
高

校
）
～

児
玉

折
返

し
場

～
赤

城
乳

業
千

本
さ
く
ら
工

場
線

１
．
乗

用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運

行
の

場
合

は
、
「
運

行
系

統
名

等
」
に
運

賃
低

廉
化
を
行

う
運

行
サ
ー
ビ
ス
の

名
称
を
記

載
す
る
こ
と
。

２
．
区

域
運

行
又

は
乗

用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運

行
の

場
合

は
、
運

行
系

統
の
「
経

由
地
」
に
営

業
区

域
又

は
運

賃
低

廉
化

対
象

地
域
を
記

載
す
る
こ
と
と
し
、
「
起

点
」
、
「
終

点
」
及

び
「
系

統
キ
ロ
程

」
に
つ
い
て
記

載
を
要

し
な
い
。

３
．
「
系

統
キ
ロ
程

」
に
つ
い
て
は

、
小

数
点

第
１
位

（
第

２
位

以
下

切
り
捨

て
）
ま
で
記

載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循

環
系

統
の

場
合
に
は

、
往

又
は

復
の
ど
ち
ら
か

の
欄
に
キ
ロ
程

を
記

載
し
、
も
う
片

方
の

欄
に
「
循

環
」
と
記

載
す
る
こ
と
。

４
．
「
利

便
増

進
特

例
措

置
」
及

び
「
運

送
継

続
特

例
措

置
」
に
つ
い
て
は

、
利

便
増

進
計

画
又

は
運

送
継

続
計

画
の

認
定
を
受

け
、
地

域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系

統
に
係

る
特

例
措

置
の

適
用
（
別

表
９
又

は
別

表
１
０
）
を
受

け
て
補

助
対

象
と
な
る
場

合
の

み
「
○

」
を
記

載
す
る
こ
と
。

５
．
「
運

行
態

様
の

別
」
に
つ
い
て
は

、
路

線
定

期
運

行
、
路

線
不

定
期

運
行
、
区

域
運

行
、
乗

用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運

行
の

別
を
記

載
す
る
こ
と
。

６
．
「
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

等
と
接

続
の

確
保
」
に
つ
い
て
は

、
地

域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系

統
が

接
続
す
る
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

又
は

地
域

間
交

通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の

よ
う
に
接

続
を
確

保
す
る
か

に
つ
い
て
記

載
す
る
こ
と
。

７
．
乗

用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運

行
の

場
合

は
、
「
運

行
系

統
名
」
「
利

便
増

進
特

例
措

置
」
に
つ
い
て
記

載
を
要

し
な
い
。

８
．
本

表
に
記

載
す
る
運

行
予

定
系

統
を
示

し
た
地

図
及
び
運

行
ダ
イ
ヤ
を
添

付
す
る
こ
と
。
乗

用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運

行
の

場
合

は
、
営

業
区

域
を
示

し
た
地

図
を
添

付
す
る
こ
と
。

地
域

内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系

統
の

基
準

適
合

（
別

表
７
・
別

表
９
・
別

表
１
０
）

往
3
.0
ｋ
ｍ

復
3
.0
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

路
線

定
期

運
行

①

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

神
泉

線
及

び
児

玉
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

南
口

」
・
Ｊ
Ｒ
高

崎
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

南
口

」
・
Ｊ
Ｒ
上

越
・
北

陸
新

幹
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
早

稲
田

駅
北

口
」

③

区
域

運
行

①

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

神
泉

線
及

び
児

玉
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

南
口

」
「
松

澤
医

院
」
「
飯

塚
内

科
産

婦
人

科
」
「
和

菓
子

い
い

じ
ま
前

」
「
や

な
い
歯

科
医

院
」

・
Ｊ
Ｒ
高

崎
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

北
口

西
」
「
本

庄
駅

南
口

」
・
Ｊ
Ｒ
上

越
・
北

陸
新

幹
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
早

稲
田

駅
北

口
」

③
9
5
8
1回

計
画

運
行

日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

運 送 継 続 特 例 措 置

4
9
2
7.
5
回

市
区

町
村
名

運
送

予
定

者
名

運
行

系
統

名
等

（
申

請
番

号
）

系
統

キ
ロ
程

運
行

系
統

本
庄

観
光
（
株

）
(1
)

本
庄

シ
ャ
ト
ル

便

朝
日

自
動

車
（
株

）
(2
)

本
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【変更前】
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【変更前】



表１ 添付図面 

 

 

 

 

デマンドバス運用地域 

本庄地域 地域１を「本庄地域」とする。 

児玉地域 地域２を「児玉地域」とする。 

地域２並びに地域２に近接する「ビッグマーケット」及び「本庄早稲田駅

北口」に設置する乗降ポイント間を運行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デマンドバス運行エリア（営業区域）…本庄市域 

（地域間幹線系統） 

（地域間幹線系統） 

結節点（地域間幹線系統との結節点） 
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【変更後】
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陸上交通様式第１（日本産業規格Ａ列４番） 

本 交 政 第   号 

令和６年１１月  日 

 

 

 国土交通大臣 殿 

 

 

                                  氏名又は名称  本庄市交通政策協議会 

                                  住    所  埼玉県本庄市本庄３－５－３ 

                                  代 表 者 氏 名  佐々木 邦明（公印省略） 

 

 

 

地域公共交通計画変更届出書 

 

 

 

 令和６年９月２５日付け国総地第１２５号で国土交通大臣より認定された地域公共

交通計画を以下のとおり変更するので、関係書類を添えて届出します。 

 

 

○ 変更日 

  令和７年４月１日 

 

 

○ 変更箇所 

  提出資料のうち、赤字で記載の部分 

  ・本庄市地域公共交通計画別紙 

  ・表１地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概

要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 

 

○ 変更理由 

令和７年４月１日からデマンドバスの運行事業者及び運行時間が変更になるた

め。 

 

 

 

 

 

 

 ※本届出書に、変更する事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。 

 ※「変更理由」は、具体的に記述すること。 

 

 

 

 

 

 

22

令和7年4月変更分
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令和６年 ５月１７日 

令和６年１１月 １日 変更 

（名称）本庄市交通政策協議会 
 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

本庄市においては、鉄道駅（本庄駅、本庄早稲田駅、児玉駅）を交通結節点として、

地域間幹線（路線バス）、デマンドバス、シャトルバス、タクシーにより構成される公

共交通網が広がっている。このうち、デマンドバス及びシャトルバスは、幹線に通じる

支線の役割を果たしている。 

しかしながら、近年、人口減少や高齢化の進展に加え、ゼロカーボンシティの実現や

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う「新しい生活様式」の定着により、当市の公共交

通機関の利用者は減少を続け、収支悪化による行政負担の増加をはじめ、運行に様々な

問題が発生している。また、地域公共交通計画策定に係る各種意識調査では、公共交通

に対する満足度は高いとは言えず、デマンドバスの予約方法の改善など様々な課題が浮

き彫りとなっている。 

今後、高齢者や運転免許返納者の増加などにより、公共交通の需要が増加することが

予測されている。また、公共交通は、車を運転できない高齢者等を中心に、生活に必要

不可欠な交通として機能している。 

このため、地域公共交通確保維持事業により、フィーダー系統を確保・維持すること

で、住民の生活交通手段を存続させていくことが必要である。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

①公共交通の利用者数 

 現状値 計画策定 計画期間 

R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 

デマンド

バス 

10,396 人 ‐ 10,604 人 10,711 人 10,818 人 10,926 人 11,000 人 

シャトル

バス 

10,120 人 ‐ 10,323 人 10,426 人 10,530 人 10,636 人 10,700 人 

目標設定

の考え方 

デマンドバス、シャトルバスは、現状値に年間の伸び率１％を乗じた値を目標値と

します。 

 

②デマンドバスの予約不成立件数 

 現状値 計画策定 計画期間 

R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 

予約不成

立件数 

1,000 件 ‐ 900 件 900 件 900 件 800 件 700 件 

目標設定

の考え方 

予約システムの見直しや利用者登録制の導入（R7 年度）により、現状値から 3割削

減することを目標値とします。 

 

 
 
 
 
 

別 紙 
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③公共交通の収支率 

 現状値 計画策定 計画期間 

R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 

デマンド

バス 

5.8％ ‐ 現状値以

上 

現状値以

上 

現状値以

上 

現状値以

上 

現状値以

上 

シャトル

バス 

18.1％ ‐ 現状値以

上 

現状値以

上 

現状値以

上 

現状値以

上 

現状値以

上 

目標設定

の考え方 

利用者増による運賃収入の増加を目指しますが、人件費、燃料費、車両管理費など

の運行経費の増加も想定されることから、現状より低下させないことを目標値とし

ます。 

 

（本庄市地域公共交通計画 Ｐ１２０参照） 

 

（２）事業の効果 

 フィーダー系統を維持することにより、高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段

が確保される。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効率的な運行体系

が実現できる。 
 
３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

・デマンドバスの運行日の見直し（交通事業者、市） 

・デマンドバスの運行形態の見直し（交通事業者、民間事業者、市） 

・シャトルバスの時刻表の定期的な見直し（交通事業者、市） 

 

その他、各事業を検討・協議のうえ、必要と判断したものを実施する。 

 

（本庄市地域公共交通計画 Ｐ１０３、Ｐ１０６、Ｐ１０８ 参照） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

表１を添付 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図るデマンドバス及びシャトルバス

について、その運行に係る費用総額 31,121,000 円（令和 6年度予算）のうち、本庄市か

ら運行事業者への補助金額については、運行収入及び国庫補助金を運行経費から差し引

いた差額分を負担することとしている。 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

・利用者数、予約不成立件数、収支率について、数値指標によるモニタリング・評価を

実施 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 
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【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期及

びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

表５を添付 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

※該当なし 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

（２）事業の効果 

※該当なし 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

（２）事業の効果 

※該当なし 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 
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18．協議会の開催状況と主な議論 

・令和 5 年 5 月 26 日（令和 5 年度第 1回） 令和 6 年度地域公共交通確保維持改善事業

費補助金に係る地域公共交通計画の認定申請について協議・承認 

・令和 5年 7 月 26 日（令和 5 年度第 2回） 先進自治体視察報告 

・令和 5 年 10 月 2 日（令和 5 年度第 3 回） デマンドバス及びシャトルバスの仕様書（案）

について協議 

・令和 6 年 1 月 24 日（令和 5 年度第 4 回） デマンドバス及びシャトルバスの仕様書（案）

について協議・承認、令和 5 年度生活交通確保維持改善計画の事業評価を協議・承認 

・令和 6 年 5 月 17 日（令和 6 年度第 1回） 令和 7 年度地域公共交通確保維持改善事業

費補助金に係る地域公共交通計画の認定申請について協議・承認 

・令和 6 年 11 月 1日（令和 6 年度第 4回） 令和 7 年度地域公共交通確保維持改善事業

費補助金に係る地域公共交通計画の変更について協議（令和 7 年 3 月変更分、令和 7

年 4 月変更分） 

19．利用者等の意見の反映状況 

地域公共交通計画策定に係る各種意識調査の結果、デマンドバスの予約方法の改善を

求める声が多かったため、目標達成のための施策・事業においてもデマンドバスの見直

しに重点を置いた計画とした。 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所） 埼玉県本庄市本庄３－５－３   

（所 属） 都市整備部都市計画課      

（氏 名） 菊池 大            

（電 話） 0495-25-1136          

（e-mail） tosikei@city.honjo.lg.jp    
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運

行
系

統
の

概
要

及
び
運

送
予

定
者
（
地

域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系

統
）

【
変

更
後
】

令
和

７
年

度

起
点

経
由

地
終

点
運

行
態

様
の

別

基
準

ハ
で
該

当
す
る
要

件
（
別

表
７
・
９
）

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
等

と
接

続
の

確
保

基
準

ホ
で
該

当
す
る
要

件
（
別

表
７
の

み
）

朝
日

自
動

車
（
株

）
(3
)

1
1
7
2回

本
庄
タ
ク
シ
ー
（
株

）
(4
)

1
3
1
9回

（
注

）
神

泉
線

・
・
・
本

庄
駅

南
口

～
神

泉
総

合
支

所
線

児
玉

線
・
・
・
本

庄
駅

南
口

（
宮

本
町

車
庫

）
～

（
児

玉
高

校
）
～

児
玉

折
返

し
場

～
赤

城
乳

業
千

本
さ
く
ら
工

場
線

１
．
乗

用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運

行
の

場
合

は
、
「
運

行
系

統
名

等
」
に
運

賃
低

廉
化
を
行

う
運

行
サ
ー
ビ
ス
の

名
称
を
記

載
す
る
こ
と
。

２
．
区

域
運

行
又

は
乗

用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運

行
の

場
合

は
、
運

行
系

統
の
「
経

由
地
」
に
営

業
区

域
又

は
運

賃
低

廉
化

対
象

地
域
を
記

載
す
る
こ
と
と
し
、
「
起

点
」
、
「
終

点
」
及

び
「
系

統
キ
ロ
程

」
に
つ
い
て
記

載
を
要

し
な
い
。

３
．
「
系

統
キ
ロ
程

」
に
つ
い
て
は

、
小

数
点

第
１
位

（
第

２
位

以
下

切
り
捨

て
）
ま
で
記

載
す
る
こ
と
。
な
お
、
循

環
系

統
の

場
合
に
は

、
往

又
は

復
の
ど
ち
ら
か

の
欄
に
キ
ロ
程

を
記

載
し
、
も
う
片

方
の

欄
に
「
循

環
」
と
記

載
す
る
こ
と
。

４
．
「
利

便
増

進
特

例
措

置
」
及

び
「
運

送
継

続
特

例
措

置
」
に
つ
い
て
は

、
利

便
増

進
計

画
又

は
運

送
継

続
計

画
の

認
定
を
受

け
、
地

域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系

統
に
係

る
特

例
措

置
の

適
用
（
別

表
９
又

は
別

表
１
０
）
を
受

け
て
補

助
対

象
と
な
る
場

合
の

み
「
○

」
を
記

載
す
る
こ
と
。

５
．
「
運

行
態

様
の

別
」
に
つ
い
て
は

、
路

線
定

期
運

行
、
路

線
不

定
期

運
行
、
区

域
運

行
、
乗

用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運

行
の

別
を
記

載
す
る
こ
と
。

６
．
「
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

等
と
接

続
の

確
保
」
に
つ
い
て
は

、
地

域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系

統
が

接
続
す
る
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

又
は

地
域

間
交

通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ど
の

よ
う
に
接

続
を
確

保
す
る
か

に
つ
い
て
記

載
す
る
こ
と
。

７
．
乗

用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運

行
の

場
合

は
、
「
運

行
系

統
名
」
「
利

便
増

進
特

例
措

置
」
に
つ
い
て
記

載
を
要

し
な
い
。

８
．
本

表
に
記

載
す
る
運

行
予

定
系

統
を
示

し
た
地

図
及
び
運

行
ダ
イ
ヤ
を
添

付
す
る
こ
と
。
乗

用
タ
ク
シ
ー
に
よ
る
運

行
の

場
合

は
、
営

業
区

域
を
示

し
た
地

図
を
添

付
す
る
こ
と
。

運
行

系
統

地
域

内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系

統
の

基
準

適
合

（
別

表
７
・
別

表
９
・
別

表
１
０
）

往
3
.0
ｋ
ｍ

復
3
.0
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

往
　
　
　
ｋ
ｍ

復
　
　
　
ｋ
ｍ

市
区

町
村
名

運
送

予
定

者
名

運
行

系
統

名
等

（
申

請
番

号
）

系
統

キ
ロ
程

計
画

運
行

日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

運 送 継 続 特 例 措 置

本
庄
市

庄
和
観

光
バ

ス
（
株

）
(1
)

本
庄

シ
ャ
ト
ル

便
本

庄
駅

南
口

新
田

原
本

庄
早

稲
田

駅
北

口
3
6
5日

4
9
2
7.
5
回

路
線

定
期

運
行

①

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

神
泉

線
及

び
児

玉
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

南
口

」
・
Ｊ
Ｒ
高

崎
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

南
口

」
・
Ｊ
Ｒ
上

越
・
北

陸
新

幹
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
早

稲
田

駅
北

口
」

③

本
庄
タ
ク
シ
ー
（
株

）
(2
)

本
庄

地
域
デ
マ
ン
ド

本
庄

地
域

2
9
3日

9
9
6
2回

区
域

運
行

①

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

神
泉

線
及

び
児

玉
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

南
口

」
「
松

澤
医

院
」
「
飯

塚
内

科
産

婦
人

科
」
「
和

菓
子

い
い

じ
ま
前

」
「
や

な
い
歯

科
医

院
」

・
Ｊ
Ｒ
高

崎
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
駅

北
口

西
」
「
本

庄
駅

南
口

」
・
Ｊ
Ｒ
上

越
・
北

陸
新

幹
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
早

稲
田

駅
北

口
」

③

児
玉

地
域
デ
マ
ン
ド

児
玉

地
域

2
9
3日

区
域

運
行

①

・
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

児
玉

線
に
接

続
停

留
所

「
高

関
」
「
浜

坂
歯

科
医

院
」
「
吉

田
林

大
北

」
「
木

田
歯

科
医

院
」
「
埼

玉
り
そ
な
銀

行
児

玉
支

店
前

」
「
木

村
医

院
」
「
児

玉
折

返
し
場

」
「
児

玉
警

察
署

」
・
Ｊ
Ｒ
八

高
線

に
接

続
停

留
所

「
児

玉
駅

前
」

・
Ｊ
Ｒ
上

越
・
北

陸
新

幹
線

に
接

続
停

留
所

「
本

庄
早

稲
田

駅
北

口
」

③
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表
１

　
添

付
資

料
（

運
行

ダ
イ

ヤ
）

【
変

更
前
】

デ
マ

ン
ド

交
通

◎
は

に
ぽ

ん
号

（
本

庄
地

域
）

◎
は

に
ぽ

ん
号

（
児

玉
地

域
）

本
庄

シ
ャ

ト
ル
便

平
日

、
土

曜
・

休
日

と
も

同
じ

ダ
イ
ヤ

年
中

無
休

停
留

所
名

本
庄

駅
南
口

9
:
00

9
:
32

1
0
:
07

1
0
:
57

1
1
:
37

1
2
:
17

1
3
:
47

1
4
:
22

1
4
:
57

1
5
:
47

1
6
:
22

1
7
:
02

1
8
:
02

1
8
:
47

駅
南

交
番
前

9
:
02

9
:
34

1
0
:
09

1
0
:
59

1
1
:
39

1
2
:
19

1
3
:
49

1
4
:
24

1
4
:
59

1
5
:
49

1
6
:
24

1
7
:
04

1
8
:
04

1
8
:
49

南
本
町

9
:
03

9
:
35

1
0
:
10

1
1
:
00

1
1
:
40

1
2
:
20

1
3
:
50

1
4
:
25

1
5
:
00

1
5
:
50

1
6
:
25

1
7
:
05

1
8
:
05

1
8
:
50

け
や
木

9
:
05

9
:
37

1
0
:
12

1
1
:
02

1
1
:
42

1
2
:
22

1
3
:
52

1
4
:
27

1
5
:
02

1
5
:
52

1
6
:
27

1
7
:
07

1
8
:
07

1
8
:
52

新
田
原

9
:
06

9
:
38

1
0
:
13

1
1
:
03

1
1
:
43

1
2
:
23

1
3
:
53

1
4
:
28

1
5
:
03

1
5
:
53

1
6
:
28

1
7
:
08

1
8
:
08

1
8
:
53

法
務

局
南

9
:
07

9
:
39

1
0
:
14

1
1
:
04

1
1
:
44

1
2
:
24

1
3
:
54

1
4
:
29

1
5
:
04

1
5
:
54

1
6
:
29

1
7
:
09

1
8
:
09

1
8
:
54

久
下
塚

9
:
09

9
:
41

1
0
:
16

1
1
:
06

1
1
:
46

1
2
:
26

1
3
:
56

1
4
:
31

1
5
:
06

1
5
:
56

1
6
:
31

1
7
:
11

1
8
:
11

1
8
:
56

本
庄

早
稲

田
駅

北
口

9
:
13

9
:
45

1
0
:
20

1
1
:
10

1
1
:
50

1
2
:
30

1
4
:
00

1
4
:
35

1
5
:
10

1
6
:
00

1
6
:
35

1
7
:
15

1
8
:
15

1
9
:
00

停
留

所
名

本
庄

早
稲

田
駅

北
口

9
:
15

9
:
50

1
0
:
40

1
1
:
20

1
2
:
00

1
3
:
30

1
4
:
05

1
4
:
40

1
5
:
30

1
6
:
05

1
6
:
45

1
7
:
45

1
8
:
30

久
下
塚

9
:
17

9
:
52

1
0
:
42

1
1
:
22

1
2
:
02

1
3
:
32

1
4
:
07

1
4
:
42

1
5
:
32

1
6
:
07

1
6
:
47

1
7
:
47

1
8
:
32

法
務

局
南

9
:
19

9
:
54

1
0
:
44

1
1
:
24

1
2
:
04

1
3
:
34

1
4
:
09

1
4
:
44

1
5
:
34

1
6
:
09

1
6
:
49

1
7
:
49

1
8
:
34

新
田
原

9
:
20

9
:
55

1
0
:
45

1
1
:
25

1
2
:
05

1
3
:
35

1
4
:
10

1
4
:
45

1
5
:
35

1
6
:
10

1
6
:
50

1
7
:
50

1
8
:
35

け
や
木

9
:
21

9
:
56

1
0
:
46

1
1
:
26

1
2
:
06

1
3
:
36

1
4
:
11

1
4
:
46

1
5
:
36

1
6
:
11

1
6
:
51

1
7
:
51

1
8
:
36

南
本
町

9
:
23

9
:
58

1
0
:
48

1
1
:
28

1
2
:
08

1
3
:
38

1
4
:
13

1
4
:
48

1
5
:
38

1
6
:
13

1
6
:
53

1
7
:
53

1
8
:
38

駅
南

交
番
前

9
:
24

9
:
59

1
0
:
49

1
1
:
29

1
2
:
09

1
3
:
39

1
4
:
14

1
4
:
49

1
5
:
39

1
6
:
14

1
6
:
54

1
7
:
54

1
8
:
39

本
庄

駅
南
口

9
:
28

1
0
:
03

1
0
:
53

1
1
:
33

1
2
:
13

1
3
:
43

1
4
:
18

1
4
:
53

1
5
:
43

1
6
:
18

1
6
:
58

1
7
:
58

1
8
:
43

本
庄

駅
南

口
　

→
→

→
　

本
庄

早
稲

田
駅

北
口

本
庄

早
稲

田
駅

北
口

　
→

→
→

　
本

庄
駅

南
口

月
～

土
曜
日

（
日

曜
・

休
日

・
1
2
/
2
9～

1
/
3は

運
休
）

8
:
0
0～

1
7
:
00

※
最

終
降

車
時

刻
は

1
7
:
0
0

月
～

土
曜
日

（
日

曜
・

休
日

・
1
2
/
2
9～

1
/
3は

運
休
）

8
:
0
0～

1
7
:
00

※
通

学
用

と
し

て
児

玉
中

学
校

の
開

校
日

に
合

わ
せ

て
7
:
4
0
（

い
ろ

は
橋

折
返

し
場

発
）

、
1
8
:
1
0
（

児
玉

中
学

校
発

）
も

運
行

。
席

に
余

裕
が

あ
る

場
合

、
予

約
の

う
え

一
般

客
も

乗
車

可
。

一
般

客
の

予
約

が
な

い
場

合
に

は
、

通
学

区
間

の
み

運
行

。
た

だ
し

、
1
8
:
1
0
（

児
玉

中
学

校
発

）
に

つ
い

て
は

、
一

般
客

の
予

約
が

な
く

、
か

つ
、

当
該

便
を

利
用

す
る

生
徒

が
い

な
い

こ
と

が
明

ら
か

な
場

合
に

は
、

運
行

し
な

い
。
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表
１

　
添

付
資

料
（

運
行

ダ
イ

ヤ
）

【
変

更
後
】

デ
マ

ン
ド

交
通

◎
は

に
ぽ

ん
号

（
本

庄
地

域
・

児
玉

地
域

（
標

準
運

行
型

）
）

◎
は

に
ぽ

ん
号

（
本

庄
地

域
・

児
玉

地
域

（
延

長
運

行
型

）
）

本
庄

シ
ャ

ト
ル
便

平
日

、
土

曜
・

休
日

と
も

同
じ

ダ
イ
ヤ

年
中

無
休

停
留

所
名

本
庄

駅
南
口

9
:
00

9
:
32

1
0
:
07

1
0
:
57

1
1
:
37

1
2
:
17

1
3
:
47

1
4
:
22

1
4
:
57

1
5
:
47

1
6
:
22

1
7
:
02

1
8
:
02

1
8
:
47

駅
南

交
番
前

9
:
02

9
:
34

1
0
:
09

1
0
:
59

1
1
:
39

1
2
:
19

1
3
:
49

1
4
:
24

1
4
:
59

1
5
:
49

1
6
:
24

1
7
:
04

1
8
:
04

1
8
:
49

南
本
町

9
:
03

9
:
35

1
0
:
10

1
1
:
00

1
1
:
40

1
2
:
20

1
3
:
50

1
4
:
25

1
5
:
00

1
5
:
50

1
6
:
25

1
7
:
05

1
8
:
05

1
8
:
50

け
や
木

9
:
05

9
:
37

1
0
:
12

1
1
:
02

1
1
:
42

1
2
:
22

1
3
:
52

1
4
:
27

1
5
:
02

1
5
:
52

1
6
:
27

1
7
:
07

1
8
:
07

1
8
:
52

新
田
原

9
:
06

9
:
38

1
0
:
13

1
1
:
03

1
1
:
43

1
2
:
23

1
3
:
53

1
4
:
28

1
5
:
03

1
5
:
53

1
6
:
28

1
7
:
08

1
8
:
08

1
8
:
53

法
務

局
南

9
:
07

9
:
39

1
0
:
14

1
1
:
04

1
1
:
44

1
2
:
24

1
3
:
54

1
4
:
29

1
5
:
04

1
5
:
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「今後のスケジュール」及び「運行にあたって協議・合意が必要な事項」 

 

１ 今後のスケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

導入予定車両（乗車定員 11 人未満の車両） 

 

 

（令和 6年 5月 17 日） 

（令和 6年 8月 9日） 

運行に係る協議・合意事項 

地域公共交通確保維持改善事業費補

助金に係る地域公共交通計画の変更 

一般乗合旅客自動車運送事業の許可申請 

一般乗合旅客自動車運送事業の許可申請

書類の作成 

令和 6年度第 2回 

本庄市交通政策協議会 
運行事業者の選定方法 

本庄市地域公共交通計画に基づく 

デマンドバス及びシャトルバスの見直し 

運行事業者 

選定 

（令和 6年 9月 30 日～10月 7日） 

令和 6年度第 1回 

本庄市交通政策協議会 

令和 6年度第 3回 

本庄市交通政策協議会（書面開催） 

令和 6年度第 5回 

本庄市交通政策協議会 

（令和 7年 1月予定） 

令和 6年度第 4回 

本庄市交通政策協議会 

（令和 6年 11月 1日） 

（令和 6年 9月 19 日・30日） 

運行事業者 

報告 

（～令和 6年 11月下旬） 

（～令和 6年 12月上旬） 

一般乗合旅客自動車運送事業の許可取得 

（～令和 7年 3月上旬） 

審査期間（3か月） 
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２ 運行にあたって協議・合意が必要な事項 

（１）【デマンドバス・シャトルバス共通】乗継券 

 運賃協議分科会が定める乗継割引に使用する乗継券は、現行の乗継券と同等のものを使

用する。 

 

 

（２）【デマンドバス・シャトルバス共通】回数乗車券 

 運賃協議分科会が定める回数乗車券料金に使用する回数乗車券は、現行の回数乗車券と

同等のものを使用する。 

 

 

 

 

見本 

見本 

見本 
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（３）【デマンドバス】ラッピング 

 デマンドバスのラッピングは、現行のデザインと同等のものを使用する。 
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（４）【シャトルバス】ラッピング 

 シャトルバスのラッピングは、現行のデザインと同等のものを使用する。 
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